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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年５月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 釣り客負傷 

発生日時 平成２８年８月１３日 １１時００分ごろ 

発生場所 青森県外
そと

ヶ
が

浜
はま

町龍
たっ

飛
ぴ

埼北西方沖 

龍飛埼灯台から真方位３２５°８００ｍ付近 

（概位 北緯４１°１５.９′ 東経１４０°２０.２′） 

事故の概要 遊漁船太
た

郎
ろう

丸は、航行中、釣り客１人が転倒して負傷した。 

事故調査の経過 平成２８年８月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

遊漁船 太郎丸、１１トン 

２５１－１３３３９青森、個人所有 

１１.９９ｍ（Lr）×３.６９ｍ×１.２４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、６６０.００kＷ（合計）、平成元年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１３年１０月１日 

免許証交付日 平成２８年６月１３日 

（平成３３年１０月２３日まで有効） 

釣り客Ａ 男性 ６３歳 

 死傷者等 重傷 １人（釣り客Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３ 

海象：波向 北東、波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客Ａほか釣り客５人を乗せ、

平成２８年８月１３日０８時００分ごろ龍飛埼北西方沖の釣り場に向

けて青森県中
なか

泊
どまり

町小
こ

泊
どまり

港を出航した。 

船長は、フライングブリッジに設けられた操縦席で操船に当たり、

０８時４０分ごろ釣り場に到着して機関を中立運転とし、操縦席に腰

を掛けた状態で周囲を見張り、海面上に跳び上がるまぐろ
．．．

を発見する

と本船を発進させ、まぐろ
．．．

が着水時に生じる水しぶきの上がった場所

に向けて風上側から接近し、漂泊状態にして釣り客にルアー釣りをさ

せていた。 
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本船は、釣り場の移動と漂泊を繰り返し、北東方に船首を向けて漂

泊していたとき、船長が、右舷前方５００ｍ付近に跳び上がったまぐ
．．

ろ
．
を発見したので発進し、機関を回転数毎分（rpm）約１,７００とし

て約１７ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、水しぶき

の上がった場所に向けて手動操舵により東進した。 

釣り客Ａは、船首端から約２.２ｍ後方の前部甲板右舷側に立ち、

右手で手すりをつかみ、左手でさおを持った姿勢で、また、他の釣り

客は、同甲板船尾側でそれぞれ待機し、次の釣りに備えた。 

船長は、前方に波高約１ｍの‘潮波が発生している海域’（以下

「本件海域」という。）を認めたので、本件海域の約４０ｍ手前で機

関を約１,０００rpmに落とした。 

本船は、約１０knの速力で本件海域に進入したところ、船首部が約

１.５ｍ上下動し、１１時００分ごろ釣り客Ａが待機していた前部甲

板上で転倒した。 

船長は、直ちに本件海域を抜けて波浪のほとんどない海域に移動

し、釣り客Ａを他の釣り客が待機していた場所に運んで横にさせ、し

ばらく様子を見ていたものの、腰部と背部の痛みを訴えるので、他の

釣り客に救急車の要請を依頼し、外ヶ浜町龍飛漁港に向かった。 

釣り客Ａは、龍飛漁港から救急車で病院に搬送され、胸骨圧迫骨

折、左下腿部裂傷と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 事故発生時の配置状況 参

照） 

 その他の事項 本船は、機関の連続最大回転数が２,６１６rpmで、全速力前進時の

速力が約２５knであった。 

船長は、釣り客を乗船させてから本事故発生までの間、前部甲板に

いる釣り客に対して同甲板船尾側への移動及び船体動揺に対する注意

喚起を行っていなかった。 

船長は、本件海域に進入する際、減速すれば釣り客に危害が及ぶこ

とはないと思っていた。 

釣り客Ａは、釣り歴が約４５年で、本船への乗船回数が約６回であ

った。 

釣り客Ａは、本事故当時、ほぼ船首方向に視線を向けていたので、

本船が本件海域に進入しようとしていることを認識していたものの、

船首部の上下動を膝で吸収しきれず、２～３回目の上下動で転倒し

た。 

本船の前部甲板に設置された手すりは、甲板からの高さが約０.７

５ｍであった。 

本船の甲板上は、滑り止め加工が施されていた。 

船長及び釣り客は、全員、ベスト型の救命胴衣を着用していた。 

分析  
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 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、龍飛埼北西方沖において航行中、波高約１ｍの本件海域に

約１０knの速力で進入したことから、船首部が上下動し、前部甲板右

舷側で手すりをつかんで立っていた釣り客Ａが転倒して負傷したもの

と考えられる。 

船長は、本件海域に進入する際、減速すれば釣り客に危害が及ぶこ

とはないと思っていたものと考えられる。 

釣り客Ａは、本船が本件海域に進入しようとしていることを認識し

ていたものの、船首部の上下動を膝で吸収しきれずに転倒したものと

考えられる。 

原因 本事故は、本船が、龍飛埼北西方沖において航行中、波高約１ｍの

本件海域に約１０knの速力で進入したため、船首部が上下動し、前部

甲板右舷側で手すりをつかんで立っていた釣り客Ａが転倒したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 本事故後、船長は、跳び上がったまぐろ
．．．

を発見して移動を始める前

には、前部甲板の船尾側に釣り客を移動させることを徹底することと

した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・遊漁船の船長は、潮波が発生している海域に進入する際、その旨

を釣り客に周知するとともに、手前で十分減速すること。 

・釣り客は、遊漁船の航行中は、動揺の少ない場所で待機している

ことが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２８年８月１３日 

１１時００分ごろ発生） 

青森県 

外ヶ浜町 

龍飛埼 

龍飛埼灯台 
龍飛漁港 

小泊港 
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付図２ 事故発生時の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釣り客Ａ 

約２.２ｍ 

他の釣り客 

船長 

フライングブリッジ 


